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1 

 

  本県の自殺の状況について 

 

１ 年齢別自殺者数（厚生労働省人口動態統計により作成）（単位：人）                 

 

 

２ 年齢別自殺死亡率（各年代における自殺者数の合計と人口の合計から割合を算出）（人口 10万人当たり）      

本県の 10歳代の自殺死亡率は、他の年代と比較して低く、全国平均との差も小さくなっている。 

 

 

３ 年齢別・原因動機別の状況（Ｈ27～Ｒ１の合計）（１人につき、３つまで計上）（単位：件）         

原因・動機別では、10歳代の男性で、「家庭問題」、「学校問題」が、女性では、「家庭問題」、「健康問題」

が多くなっている。 

 

 

【男性】 【女性】
○岩手県 ○岩手県

～19歳
20～29

歳
30～39

歳
40～49

歳
50～59

歳
60～69

歳
70～79

歳
80歳～ 計 ～19歳

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳～ 計

Ｈ22～
26計

4.7 43.6 42.2 51.9 59.1 45.0 46.0 68.3 41.5
Ｈ22～
26計

1.1 10.1 12.7 14.6 17.5 20.2 28.5 35.9 17.4

Ｈ27～
R1計

4.2 33.8 34.4 38.9 39.1 32.3 30.5 58.5 31.2
Ｈ27～
R1計

2.4 13.2 10.0 9.8 14.1 13.6 21.2 27.5 14.0

増減 ▲ 0.5 ▲ 9.8 ▲ 7.8 ▲ 13.0 ▲ 20.0 ▲ 12.7 ▲ 15.5 ▲ 9.8 ▲ 10.3 増減 1.3 3.1 ▲ 2.7 ▲ 4.8 ▲ 3.4 ▲ 6.6 ▲ 7.3 ▲ 8.4 ▲ 3.4

○全国 ○全国

～19歳
20～29

歳
30～39

歳
40～49

歳
50～59

歳
60～69

歳
70～79

歳
80歳～ 計 ～19歳

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳～ 計

Ｈ22～
26計

3.3 31.5 32.2 38.7 46.3 39.2 36.5 42.8 31.6
Ｈ22～
26計

1.7 13.3 13.7 14.5 15.9 16.5 18.7 19.3 13.5

Ｈ27～
R1計

3.6 25.9 27.0 28.2 33.3 27.2 28.6 35.0 24.5
Ｈ27～
R1計

1.8 10.4 10.0 11.0 12.9 11.7 14.0 13.8 10.3

増減 0.3 ▲ 5.6 ▲ 5.2 ▲ 10.5 ▲ 13.0 ▲ 12.0 ▲ 7.9 ▲ 7.8 ▲ 7.1 増減 0.1 ▲ 2.9 ▲ 3.7 ▲ 3.5 ▲ 3.0 ▲ 4.8 ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 3.2

○比較 ○比較

～19歳
20～29

歳
30～39

歳
40～49

歳
50～59

歳
60～69

歳
70～79

歳
80歳～ 計 ～19歳

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳～ 計

Ｈ22～
26計

1.4 12.1 10.0 13.2 12.8 5.8 9.5 25.5 9.9
Ｈ22～
26計

▲ 0.6 ▲ 3.2 ▲ 1.0 0.1 1.6 3.7 9.8 16.6 3.9

Ｈ27～
R1計

0.6 7.9 7.4 10.7 5.8 5.1 1.9 23.5 6.7
Ｈ27～
R1計

0.6 2.8 0.0 ▲ 1.2 1.2 1.9 7.2 13.7 3.7

増減 ▲ 0.8 ▲ 4.2 ▲ 2.6 ▲ 2.5 ▲ 7.0 ▲ 0.7 ▲ 7.6 ▲ 2.0 ▲ 3.2 増減 1.2 6.0 1.0 ▲ 1.3 ▲ 0.4 ▲ 1.8 ▲ 2.6 ▲ 2.9 ▲ 0.2

男性 ～19歳
20～29

歳
30～39

歳
40～49

歳
50～59

歳
60～69

歳
70～79

歳
80歳～ 不詳 計 女性 ～19歳

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳～ 不詳 計

家庭問題 5 11 18 22 24 18 10 16 0 124 家庭問題 6 5 6 3 10 11 16 14 0 71

健康問題 1 20 28 30 46 64 39 61 0 289 健康問題 5 16 19 22 38 38 53 58 0 249
経済・生活問題 0 20 17 33 44 29 10 3 0 156 経済・生活問題 1 5 2 2 7 1 2 3 0 23
勤務問題 3 13 17 29 19 7 0 0 0 88 勤務問題 0 5 7 0 4 1 0 0 0 17

男女問題 1 8 5 7 0 1 0 0 0 22 男女問題 1 5 6 0 0 0 0 0 0 12

学校問題 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 学校問題 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

その他 2 8 4 12 9 8 9 6 0 58 その他 3 4 0 0 3 1 6 5 0 22

不詳 9 36 58 83 82 83 55 73 2 481 不詳 1 5 13 17 20 29 37 62 0 184

合計 26 121 147 216 224 210 123 159 2 1,228 合計 18 47 53 44 82 81 114 142 0 581

 

資料１ 

 



岩手県自殺対策アクションプラン【平成 31（2019）年度～2023年度】の概要 

 

 

 ９ 重点施策及び主な取組事項                                                            

 

 

 ８ 自殺対策の目標                                                                 

 ３ 計画期間                           

平成 31（2019）年度から 2023年度までの５か年 

概ね５年ごとの国の自殺総合対策大綱の見直しに対応できるよう、

計画期間を５か年とする。 
【過去のプラン】H18～H22(５年)、H23～H26(４年)、H27～H30（４年） 

 ２ 計画の位置付け                      

・自殺対策基本法第 13条第１項の規定に基づき策定 

 

「一人でも多くの自殺者を防ぐ」 

当面の目標として、自殺死亡率を全国平均レベルまで減少させることを目指す。 

 

計画期間においては、平成 29年の県の自殺死亡率 21.0（自殺者数 262人）を 28.6％以上減少させ、 

2023年（平成 35年）の 自殺死亡率が 15.0 （ 自殺者数 178人 ）以下となることを目指す。 

 １  計画策定の趣旨                      

・平成 27年３月に策定した現行の「岩手県自殺対策アクションプラ
ン」が平成 30年度で最終年度を迎えることから、国の自殺総合対策
大綱及び地域の実情を勘案し、平成 31（2019）年度を初年度とする
次期プランを策定      

 ５ 現状                                     

【自殺死亡率の推移】 

◆H15をピークに長期的に減少傾向 

  H15から H29までの減少率は△44.4％（⑮37.8→㉙21.0）。 

 ※全国は△35.7％（⑮25.5→㉙16.4） 

◆自殺死亡率は全国上位で推移（H29は２位） 

 
 

【平成 25～29年の自殺者の傾向】 
〔年齢別〕 
 ・男性は 40～50代、女性は 70代以上が多い。 

 

〔職業別〕 
 ・男性：被雇用・勤め人次いで年金・雇用保険等生活者が多い。 
 ・女性：年金・雇用保険等生活者次いで主婦が多い。 

 

〔原因・動機別〕 
 ・男女ともに健康問題が最も多い。 
 ・40～50代の男性は経済・生活問題が多い。 

 

〔死因別〕 
 ・10～40代の死因に占める自殺の割合が高い。 

 

〔東日本大震災関連〕 
 ・発災をピークに減少傾向にあったが、H28、29年は増加 

 ４ 自殺対策をめぐる最近の主な動向                 

○平成 27年７月  

【県】自殺対策推進協議会において「岩手県自殺予防宣言」を決定 

○平成 28年４月 

【国】自殺対策基本法の一部改正 

・地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策へと転換 

 ・都道府県、市町村に自殺対策計画の策定を義務付け 

○平成 29年７月 

【国】新たな自殺総合対策大綱が閣議決定 

                                              

・自殺総合対策に資する情報や統計データの収集、整理・分析 

・市町村における自殺対策計画に基づく地域レベルでの実践的

な取組を支援 

①地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 

  
 
 

・社会全体の自殺リスクを低下させるため、関係機関と連携し、

医療、介護、福祉、教育、労働等様々な分野において生きるこ

との「阻害要因」を減らし「促進要因」を増やす取組を推進 

⑦社会全体の自殺リスクを低下させる 

 

 

・身近な人の心の変化に気づき、声をかけ、見守っていくこと

ができるよう、広報活動、教育活動等を通じ普及啓発を実施 

②県民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

 
 
 

・自殺未遂の背景にある社会的要因の解決に向けてサポートす

る体制づくりの推進 

⑧自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ  

 

・自殺総合対策に資する情報や統計データの収集、整理・分析

（再掲） 

 

③自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進
する 
  

 

・大切なご親族等を自死で亡くした方への相談対応、わかち合

いの場の提供等により、自死遺族への支援を推進 

⑨遺された人への支援を充実する 

 

・ハイリスク者の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険

を示すサインに気づき、適切な対応ができる人材を養成 

 

④自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向
上を図る 
  

 

・民間団体の活動に対する支援、協力を推進 

⑩民間団体との連携を強化する 

 

・ストレス要因の軽減やストレスへの適切な対応など、心の健

康の保持・増進を図るための体制づくりの推進 

 

⑤心の健康を支援する環境の整備と心の健康づく
りを推進する 
 
 

・いじめ防止対策や児童・生徒の悩み等の早期発見及び適切な

相談支援へつなぐための体制整備等、若年層への対策を推進 

⑪子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

・うつ病をはじめとする様々な精神疾患が重症化する前に適切

な支援や治療につながるための取組を実施 

 

⑥適切な精神保健医療福祉サービスを受けられる
ようにする 
 

・職場のメンタルヘルスについての啓発や相談窓口情報の周知

等、被雇用・勤め人への対策を推進 

⑫勤務問題による自殺対策を更に推進する 

 

・被災地でのこころのケア活動や傾聴サロン等震災関連の自殺

を防ぐための取組を継続 

・平成 28年台風第 10号の被災者のこころのケアの取組を支援  

⑬被災地における包括的な支援により自殺を防ぐ 

 

 ６ 課題                                     

○引き続き包括的な自殺対策プログラムの推進が必要 
 

○各地域の特性を勘案し、自殺の現状等を踏まえたハイリ

スク者に対する集中的な対策が必要 
 

○引き続き、東日本大震災津波関連の影響への対策が必要 
 

○自殺の動機や背景となり得る様々な不安や悩みごとに

対し、適切な支援に繋げられるよう、相談支援体制の充

実・強化が必要 

 ７ 取組の方向性                                                            
※方向性ごとに評価指標（◆）を設定 
 

１ 包括的な自殺対策プログラムの実践  

 (1) 地域におけるネットワークの強化 

(2) 一次予防（住民全体へのアプローチ） 

(3) 二次予防（ハイリスク者へのアプローチ） 

(4) 三次予防（自死遺族へのアプローチ） 

(5) 精神疾患へのアプローチ 

(6) 職域へのアプローチ 

◆市町村における包括的な自殺対策プログラムの実践率 

 

２ 対象に応じた自殺対策の推進  

(1) 高齢者への対策 

(2) 生活困窮者への対策 

(3) 働き盛り世代への対策 

(4) 健康問題を抱える者への対策 

（従前の「医療機関との連携強化」を含む。） 

（5) 子ども・若者への対策 

◆県内事業所への出前講座の参加者数 

◆保健、医療、福祉、教育、労働等の従事者を対象とした自 

殺対策教育や研修会の実施状況 

 

３ 地域特性に応じた自殺対策の推進  

◆市町村や民間団体が取り組む自殺対策関連事業への支援件 

数 

 

４ 東日本大震災津波の影響への対策  

◆被災地における健康づくりや傾聴サロン等の事業参加者数 

 

５ 相談支援体制の充実・強化  

 ◆自殺対策の担い手（ゲートキーパー等）養成研修受講者数 

 

資料２ 



岩手県自殺対策アクションプラン【平成 31（2019）年度～2023年度】の概要 

○重点施策における「県の主な取組」・「県以外の主体に期待される主な取組」                                                           

アクションプランに基づき、県、市町村、民間団体等がそれぞれの役割のもと、連携・協力して取り組みを実施。 

 

                 

重点施策 県の取組 県以外の主体に期待される主な取組 

①地域レベルの実

践的な取組への支

援を強化する。 

・国の統計資料等の収集、活用 

・自殺関連データの分析 

・市町村自殺対策計画の策定・検証支援 

・ＰＤＣＡサイクルによる自殺対策の推進 

≪市町村≫ 

・市町村自殺対策計画に基づく施策の推進 

≪民間団体≫ 

・国の統計資料等を活用した自殺対策関連 

事業・取組 

②県民一人ひとり

の気づきと見守り

を促す 

・９月の「自殺防止月間」、３月の「自殺対

策強化月間」における集中的な啓発活動 

・地域、職場及び学校等における普及啓発 

や健康教育 

・ゲートキーパー等自殺対策の担い手養成 

≪市町村≫ 

・住民を対象とした心の健康、自殺対策に 

関する普及啓発 

・ゲートキーパー等自殺対策の担い手養成 

≪民間団体≫ 

・地域での見守り活動 

③自殺総合対策の

推進に資する調査

研究等を推進す

る。 

・国の統計資料の収集、活用（再掲） 

・自殺関連データの分析（再掲） 

≪市町村・民間団体≫ 

・国の統計データや分析結果等の活用 

④自殺対策に係る

人材の確保、養成

及び資質の向上を

図る。 

・地域保健、福祉、医療関係者の資質の向 

上及びこころのケアに関する研修 

・保健所、市町村の実務担当者向け研修 

・各種相談窓口の相談員の資質向上 

・地域の傾聴ボランティアの活動支援 

≪市町村・民間団体≫  

・ゲートキーパー等の自殺対策の担い手養成

（再掲） 

 

⑤心の健康を支援

する環境の整備と

心の健康づくりを

推進する 

・心の健康相談、健康教育等の実施 

・スクールカウンセラー等による相談対応 

・精神保健福祉センターにおける家族教室 

・県民の健康増進に向けた取組 

・難病、がん、認知症等の患者や家族への 

支援 

≪市町村≫ 

・健康相談・健康教育等 

≪関係機関≫ 

・事業場のメンタルヘルス対策の普及 

≪学校≫ 

・スクールカウンセラー等の活用 

・健康相談・健康教育等 

≪事業所≫ 

・職場環境の改善 

・ストレスチェック制度の実施 

・職場復帰支援 

⑥適切な精神保健

医療福祉サービス

を受けられるよう

にする 

・精神医療相談への対応 

・福祉、教育、労働等様々な分野の従事者 

を対象としたうつ病等精神疾患の対応力向

上のための研修 

・保健医療関係者向け専門研修 

≪市町村≫ 

・うつスクリーニング等による精神疾患の 

早期発見、早期支援 

・産科医療機関と連携した産後うつ支援 

・地域サポート体制の構築 

⑦社会全体の自殺

リスクを低下させ

る 

・相談窓口情報の更新及び周知 

・各相談機関のネットワーク強化 

・各種相談窓口担当者向けのゲートキーパ 

ー研修等 

・失業、生活困窮、介護疲れなど、様々な 

悩み等に応じた適切な相談支援 

≪市町村≫ 

・地域における相談体制の充実及び相談窓 

口情報の周知  

・ゲートキーパー等自殺対策の担い手養成 

≪民間団体・関係団体≫ 

・メール・インターネットによる相談支援 

 

 

 

重点施策 県の取組 県以外の主体に期待される主な取組 

⑧自殺未遂者の再

度の自殺企図を防

ぐ 

・医療機関と地域の保健福祉関係者による 

ネットワーク体制の構築 

・相談従事者への専門研修 

・自殺未遂者やその家族等からの緊急的な 

精神医療相談への対応 

 

≪市町村≫  

・関係機関等と連携した自殺未遂者の自殺 

予防支援 

・自殺未遂者の訪問・見守り 

≪関係機関≫ 

・自殺未遂者の自殺予防支援 

⑨遺された人への

支援を充実する 

・自死遺族交流会の開催 

・自死遺族支援に関する公開講座 

・関係機関と連携した自死遺族へのケア 

≪市町村≫ 

・自死遺族交流会の周知 

・自死遺族への個別支援 

≪関係団体≫ 

・自死遺族からの相談対応 

・自死遺族サロンの運営 

⑩民間団体との連

携を強化する 

・民間団体の人材育成の充実・強化 

・民間団体の先駆的・試行的な取組の周知 

・民間団体相互の交流、連携の強化 

≪市町村≫ 

・ボランティアの養成 

・民間団体と連携した自殺対策の実施 

⑪子ども・若者の

自殺対策を更に推

進する。 

・いじめ防止等の対策推進 

・児童生徒が抱える悩み等の早期発見及び 

適切な相談相手・相談窓口につながるため 

の働きかけ 

・メールやＳＮＳ等による相談支援体制の 

検討 

≪市町村≫ 

・相談体制の充実及び相談窓口情報の周知  

・若年層を対象とした心の健康、自殺対策 

に関する普及啓発 

≪学校≫ 

・スクールカウンセラー等の活用 

・健康相談、健康教育 

⑫勤務問題による

自殺対策を更に推

進する 

・職場における心の健康づくりや自殺対策に

ついての普及啓発・健康教育の実施 

・「働き方改革」の取組推進 

・企業等における健康経営の取組促進 

 

≪市町村≫ 

・企業訪問による健康教育 

≪関係機関≫ 

・産業保健に関する相談支援 

・職場におけるメンタルヘルス対策の普及 

・職場復帰支援 

≪事業所≫ 

・健康相談や健康教育 

・職場環境の改善 

・ストレスチェック制度の実施 

⑬被災地における

包括的な支援によ

り自殺を防ぐ 

・「岩手県こころのケアセンター」、「地域ここ

ろのケアセンター」の設置運営 

・「いわてこどもケアセンター」の設置運営 

・被災者の見守り支援、傾聴サロン活動等 

・被災地における民間団体の活動の充実・強化 

・平成 28年台風第 10号の被災者へのこころ 

のケア 

 

≪市町村≫ 

・岩手県こころのケアセンター及びいわて 

こどもケアセンターとの連携による被災者

支援 

・被災者の健康の維持増進 

≪医療機関≫ 

・災害対応を行う自治体職員や被災者支援 

に携わる者に対する健康面のチェック等 

≪民間団体≫ 

・傾聴サロンの運営 

・傾聴活動ほか、被災者の見守り支援 

・被災地支援に携わる者へのサポート 
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県における自殺対策の取組について（令和２年度） 

 

○ 県においては、平成 31 年４月に策定した「岩手県自殺対策アクションプラン」

に基づき、包括的な自殺対策プログラムを各地域において実践するとともに、地域

の特性を踏まえ、自殺の多い年代等を対象とした重点的な対策や相談支援体制の充

実の取組を継続することとしている。 

○ ７月 20 日に開催した自殺総合対策本部会議において、各部局等に対し、アクシ

ョンプランに位置づけた関連事業の実施などを通じ、自殺対策の推進に協力いただ

くよう依頼したところ。 

 

１ 包括的な自殺対策プログラムの実践 

いわゆる「久慈モデル」といわれる６つの項目（①ネットワークの構築、②一次

予防、③二次予防、④三次予防、⑤精神疾患へのアプローチ、⑥職域へのアプロー

チ）による包括的な自殺対策プログラムを全県で推進する。 

○項目ごとの取組状況 

(1)  ネットワークの構築                                 

① 岩手県自殺対策推進協議会による官民一体となった自殺対策の推進【本庁】 

② 知事をトップとする庁内連携組織「岩手県自殺総合対策本部」において、各部

局と連携した県の取組を推進【本庁】〔７月 20 日：本部会議開催〕 

③ 圏域ごとに地域自殺対策推進協議会、自殺対策実務者のネットワーク連絡会を

開催し、関係機関・団体と連携した取組を推進【保健所】 

 

(2) 一次予防（住民全体へのアプローチ）                      

ア 普及啓発                                  

県民一人ひとりが自殺の起こり得る状況を理解して、身近な人の心の変化に気づき、

声をかけ、見守っていくことができるよう、広報活動や教育活動等を通じて、広く普

及啓発を行う。 

 

① 自殺防止月間等におけるマスメディアによる広報の実施【本庁】 

岩手県自殺防止月間（９月）及び岩手県自殺対策強化月間（３月）を中心に、

テレビ・ラジオ、新聞等による県民向けの集中的な広報による普及啓発を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

【Ｒ元実績】 

○ テレビ・ラジオによる普及啓発  
・ ＮＨＫ地上デジタルデータ放送（９月）、テレビＣＭ・ラジオＣＭの放送（９月～３
月・テレビ 168 本、ラジオ 50 本） 

○ 新聞広告の掲載（岩手日報）（２回・［１回目］９月、［２回目］３月） 
○ 県内道の駅にゲートキーパー啓発チラシの配架・掲示を依頼 
○ ゲートキーパー普及啓発用カード（13,000 部）、リーフレット（10,000 部）の作成 

 

岩手日報 令和元年９月 27 日  
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② 県職員向け普及啓発【本庁】 

・職員向けゲートキーパー研修の実施（ＤＶＤ放映及び集合研修） 

③ 自殺対策の担い手育成を目的としたフォーラム（セミナー）の開催（２月予定） 

 ・県民を対象に、自殺対策の担い手（ゲートキーパーや傾聴ボランティア）の育

成を目的としたフォーラム（セミナー）を開催 

④ 窓口、イベント、事業所訪問等における普及啓発（パンフレット、ポケットテ

ィッシュの配布等）、こころの健康づくりや自殺予防対策に関する講演会の実施

【保健所】 

⑤ 若年層向け普及啓発（大学祭での普及啓発、高校への出前講座の実施等）【保健所】 

 

イ 人材養成                                  

自殺のハイリスク者の早期発見・早期対応を図るため、自殺の危険を示すサインに

気づき、適切な対応ができる人材を養成する。 

 

① 自殺予防の担い手人材の養成 

・ゲートキーパーの指導者研修、傾聴ボランティアのスキルアップ研修等の実施

【保健所】 

・自殺対策に携わる支援関係者を対象に、必要な知識、対応方法等を学び、包括

的な支援の仕組みを構築できる人材を養成（「トラウマや悲嘆の理解・対応に関す

る研修」、「自殺対策企画担当者研修」等）【精神保健福祉センター】 

② 地域ケア検討会 

・事例を通し、支援担当者の相談技術等の向上、地域のケースマネジメント能力

の向上を図るための研修を実施【精神保健福祉センター】 

 

 

 

 

 

 

(3)  二次予防（ハイリスク者へのアプローチ）                                                   

ア 相談支援                                   

 
① 相談窓口を設置し、対面相談及び電話相談を実施 

・「こころの相談電話」での相談受付【精神保健福祉センター】 

夜間相談受付（21 時まで）を継続して実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・こころの健康相談の実施【保健所】 

【参考】 

・平成 28 年６月から「こころの相談電話」の受付時間を 21 時まで延長 

（従前は 16 時 30 分まで） 

・相談実績（県精神保健福祉センター） 

 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 

電話相談受電件数  8,022 件 7,339 件 8,515 件 

自殺関連相談受付件数（電話＋来所）  391 件 401 件 432 件 

 

【参考】Ｒ元実績 

・自殺予防の担い手研修の開催：44 回開催、受講者延べ 1,802 人【保健所】 

 （ゲートキーパー、傾聴ボランティア養成研修） 

・自殺対策技術研修：２回開催、受講者延べ 81 人【精神保健福祉センター】 

・地域ケア検討会：９回開催、受講者延べ 197 人【精神保健福祉センター】 
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② トラウマ、悲嘆に関連した精神的問題を抱える者への支援の実施（トラウマ相

談室、悲嘆認知行動療法 等）【県精神保健福祉センター】 

 

イ 自殺未遂者支援                                                 

  自殺未遂により緊急搬送された患者を支援するため、地域の医療機関・市町村等

と連携して事例検討を行うなど、自殺未遂の背景にある社会的要因の解決に向けて

サポートする体制づくりに取り組む。 

 

① 医療機関と地域の保健福祉関係者によるネットワーク体制の構築 

・二戸地域自殺未遂者支援事業（なやみ解決こころサポート事業）の実施【精神

保健福祉センター】 

・圏域での自殺未遂者支援検討会、ケア会議、研修会等の実施【保健所、精神保

健福祉センター】 

 

(4) 三次予防（自死遺族へのアプローチ）                                                    

大切な家族を自死で亡くした方への相談対応、わかち合いの場の提供等により、遺

族が抱える苦しみを少しでも和らげるための支援を行う。 

 

① 自死遺族交流会の開催、自死遺族に対するリーフレットの配布【保健所】 

② 公開講座、自死遺族支援実務者連絡会の開催、自助グループへの運営支援【精

神保健福祉センター】 

 

(5) 精神疾患へのアプローチ                                                                

 自殺の背景には、うつ病等の様々な精神疾患が関連することが多いと言われており、

治療を受けていない方々について、重症化する前に適切な支援や治療につながるため

の取組を行う。 

① 保健医療関係者を対象に、うつ病等への理解や精神科医との連携の促進を目的

とした専門的な研修の実施【保健所】 

② 多様な精神疾患に対応するため、保健医療関係者を対象とした専門研修を行う。

【精神保健福祉センター、保健所】  

 

 

 

 

 

(6) 職域へのアプローチ                                                      

 労働者に対するメンタルヘルスケアへの取組を一層推進するとともに、ストレスの

原因となる職場環境の改善、うつ病の早期発見・早期治療への取組を行う。 

 
① 働き盛り世代の自殺対策として、職場等でのメンタルヘルスの重要性について
の啓発や相談窓口の周知等を目的とした事業所訪問及び出前講座等を継続して実
施【保健所】 

 

 

 

【参考】Ｒ元実績 

・保健医療等関係者を対象とした研修会の実施【各保健所】  

⇒ 延べ 34 回開催、受講者延べ 1,464 人 

 

【参考】Ｒ元実績 

・商工団体・事業所等訪問：74 事業所・団体 

・出前講座： 65 回 

・関係会議・研修会での周知啓発：10 回 
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２ 対象に応じた自殺対策の推進 

本県における自殺実態の分析結果等を踏まえ、各対象に応じた自殺対策を推進す

る。（(1)高齢者、(2)生活困窮者、(3)働き盛り世代、(4)健康問題を抱える者、 

(5)子ども・若者） 

 

 

 (5)子ども・若者 

① 「岩手県いじめ防止等のための基本的な方針」（平成 29 年９月改定）に基づく、

いじめ防止等のための対策の推進  

② スクールカウンセラー等の配置による教育相談体制の充実 

③ 24 時間子供ＳＯＳダイヤル等による児童生徒や保護者の相談への対応 

④ 若年層向け普及啓発（大学祭での普及啓発、高校への出前講座の実施等）【保

健所】（再掲） 

⑤ 児童・生徒等向け相談窓口一覧の作成・周知（5 ページ参照） 

⑥ 児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応を図るため、児童相談所や市町村と

連携した相談支援の実施  

⑦ 母子家庭等の自立促進と生活の安定を図るため、身近な生活相談や子育て支援

に対応 

⑧ 困難を抱える青少年（若年無業者等）に対するアウトリーチやジョブトレーニ

ングなどによる社会的自立に向けた支援 など 

 

 

３ 相談支援体制の充実 

 

 ①  悩みを抱えた方を確実に適切な相談支援につなげるため、「相談窓口一覧」（県

ホームページで公開）及び「相談窓口情報」（各種相談機関へ配布）の更新・周知

を適宜行い、各相談機関とのネットワーク強化による相談事業のワンストップ化   

など 

 

 

 

 

 

 

②  複数の関係機関と連携したワンストップ相談会の開催【中部保健所、久慈保健所、

二戸保健所、精神保健福祉センター 等】 

③ 消費生活相談員による消費者トラブルへの相談対応、消費生活情報の提供、消費

者教育の推進 

④ 犯罪被害者等支援総合案内における相談窓口の教示や、性犯罪・性被害者支援「は

まなすサポート」における相談対応による犯罪被害者等支援  など 

 

  

【Ｒ元実績】 

・ 各種相談機関の対象者、相談対応等の内容を「相談窓口情報」としてデータ

ベース化。各機関・団体へ配布し、適切な相談機関へのつなぎを依頼 

⇒【令和２年】令和２年６月１日現在の情報に更新し、各機関・団体へ周知     
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